
 

高齢受給者証の一部負担金の割合の判定方法は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

注） 住民税の課税所得とは・・・ 
 

４月～７月の判定 

前年度住民税に係る合計所得金額から各種控除の合計を差し引いた金額 

８月～翌年３月の判定 

現年度住民税に係る合計所得金額から各種控除の合計を差し引いた金額 

 収入とは・・・ 
 

 
１月～７月の判定 前々年の収入 

８月～１２月の判定 前年の収入 
 

給与収入・・・給与所得控除前の金額 

年金収入・・・公的年金等控除前の金額 

その他の収入(不動産、事業、一時、譲渡等)・・・必要経費を引く前の金額 

同じ世帯の 70歳から 74歳までの国保加入者に 

住民税の課税所得 145145145145 万円以上万円以上万円以上万円以上の方が 
いない →→→→    判定結果判定結果判定結果判定結果：：：：AAAA いる 

同じ世帯の 70歳から 74歳までの国保加入者が 

１１１１人人人人だけ ２２２２人人人人以上 

70 歳から 74 歳までの国保加入者の収入額の合計が 

    
    

383383383383 万円未満    
→→→→    判定結果判定結果判定結果判定結果：Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ    

383383383383 万円以上 

同じ世帯に後期高齢者医療制度に移行した旧国保加入
者が 

いない →→→→    判定結果判定結果判定結果判定結果：Ｃ：Ｃ：Ｃ：Ｃ いる 
【【【【上記判定上記判定上記判定上記判定のののの結果結果結果結果】】】】    

Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：２２２２割割割割    

Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ：３３３３割割割割    

        ただしただしただしただし、、、、申請申請申請申請によりによりによりにより２２２２割割割割    

        ※※※※申請申請申請申請がががが必要必要必要必要なななな方方方方にはにはにはには事前事前事前事前にににに申請書申請書申請書申請書をををを

おおおお送送送送りしていますりしていますりしていますりしています    

Ｃ：Ｃ：Ｃ：Ｃ：３３３３割割割割    

※※※※２２２２割割割割とととと判定判定判定判定されたされたされたされた方方方方はははは、、、、平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年３３３３月月月月

３１３１３１３１日日日日まではまではまではまでは１１１１割割割割となりますとなりますとなりますとなります    

同じ世帯の 70歳から 74歳までの国保加入者の 

収入額の合計が    

520520520520 万円以上    
→→→→    判定結果判定結果判定結果判定結果：：：：ＣＣＣＣ    

520520520520 万円未満    
→→→→    判定結果判定結果判定結果判定結果：Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ    

同じ世帯の後期高齢者医療制度に移行した 
旧国保加入者を含めた収入額の合計が    
 

555520202020 万円以上    
→→→→    判定結果判定結果判定結果判定結果：Ｃ：Ｃ：Ｃ：Ｃ    

520520520520 万円未満    
→→→→    判定結果判定結果判定結果判定結果：Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ    

国民健康保険高齢受給者証の一部負担金の割合の判定方法 

～ 問い合わせ先 ～ 

八戸市国保年金課 ⑩番窓口 電話４３－２１１１（内線２４５・２７５） 


